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令和 ５ 年 ７ 月 ５ 日（水曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ４９ 　号）

　　　　規　　　則
○石川県税条例施行規則の一部を改正する規則
 （税　務　課）　１
〇こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関
　する法律等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則
　 （少子化対策監室）　７

　　　　訓　　　令
〇石川県税事務取扱規程の一部改正 （税　務　課）　８

規　　　　　　　　則

　
石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 五 年 七 月 五 日

 石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　石 川 県 規 則 第 二 十 五 号

　 　 　
石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　
石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 三 年 石 川 県 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　
第 二 十 四 条 第 三 項 中 「 第 四 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ つ て 」 を 「 第 七 百 三 十 九 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 」 に 、 「 す

み や か に 」 を 「 速 や か に 」 に 改 め る 。

　
石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 様 式 目 次 中

「 第 二 十 七 号 様 式

第 二 十 八 号 様 式

個 人 県 民 税 賦 課 報 告 書

個 人 県 民 税 異 動 報 告 書

第 二 十 八 条

第 二 十 八 条 」
を

「 第 二 十 七 号 様 式 （ そ の 一 ）

第 二 十 七 号 様 式 （ そ の 二 ）

第 二 十 八 号 様 式 （ そ の 一 ）

第 二 十 八 号 様 式 （ そ の 二 ）

個 人 県 民 税 賦 課 報 告 書 （ 総 括 表 ）

個 人 県 民 税 賦 課 報 告 書 （ 内 訳 表 ）

個 人 県 民 税 異 動 報 告 書 （ 総 括 表 ）

個 人 県 民 税 異 動 報 告 書 （ 内 訳 表 ）

第 二 十 八 条

第 二 十 八 条

第 二 十 八 条

第 二 十 八 条 」
に 改 め る 。

　
第 二 十 七 号 様 式 中 「個人県民税賦課報告書 」 を 「個人県民税賦課報告書 （総括表 ） 」 に 、 「について次の 」 を 「につ

いて､次の 」 に 、
「

県 民 税

」
を
「

県民税等

」
に 、

「

個人県民税の納
税義務者数等

」
を

「

個人県民税等の
納税義務者数等

」
に 、

「 個人県民税の賦課額と個人市町村民税
の賦課額の合計額に対する個人県民税
の賦課額の割合 （ （イ ）／ （ロ ） ）

」
を

「 個人県民税等の賦課額と個人市町村民
税の賦課額の合計額に対する個人県民
税等の賦課額の割合 （ （イ ）／ （ロ ） ）

」
に 改 め 、 同 様 式 備 考 を

次 の よ う に 改 め る 。

　

備考

　

１

　
「個人県民税等 」とは､個人県民税と森林環境税 （国税 ）との合算額をいうものであること

。

　　　　
２ 

　
公的年金からの特別徴収に係るものについては､普通徴収分に準じて､①欄､③欄及び⑤欄に含めて記

目　　　　　　　　　　　次
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載すること

。

　
第 二 十 七 号 様 式 を 第 二 十 七 号 様 式 （ そ の 一 ） と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。

第27号様式（その２）

個人県民税賦課報告書（内訳表）

第　　　　　号　
年　　月　　日　

　　石川県　　　事務所長　様
市町長  　　　　　　　　　　　　　

　　　　　年度課税分について、次のとおり報告します。

区　　　分 森林環境税 県民税 県民税等

個人県民税等の
納税義務者数等

納 税 義 務 者 数
人

納税通知書の枚数
 ①

枚

特別徴収に係る通知書
の枚数 ②

枚

通知書の枚数の合計
 （①＋②）

枚

均等割の賦課額
の 総 額

普 通 徴 収 分　　 ③
円 円 円

特 別 徴 収 分　　 ④
円 円 円

所得割の賦課額
の 総 額

普 通 徴 収 分　　 ⑤
円 円 円

特 別 徴 収 分　　 ⑥
円 円 円

賦課額の合計（③＋④＋⑤＋⑥） ⑦
円 円 円

⑦ の 内 訳

本年度の収入となる額
 ⑧

円 円 円

翌年度の収入となる額
円 円 円

前年度の課税額のうち本年度の収入とな
る額 ⑨

円 円 円

本 年 度 の 収 入 と な る 額 の 合 計
 （⑧＋⑨）

円
（イ）

円 円
（ロ）

個人県民税等の賦課額に対する森林環境
税の賦課額の割合 （（イ）／（ロ））
備考　１　「個人県民税等」とは、個人県民税と森林環境税（国税）との合算額をいうものであること。
　　　２ 　公的年金からの特別徴収に係るものについては、普通徴収分に準じて、①欄、③欄及び⑤欄に含めて

記載すること。
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載すること

。

　
第 二 十 七 号 様 式 を 第 二 十 七 号 様 式 （ そ の 一 ） と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。

第27号様式（その２）

個人県民税賦課報告書（内訳表）

第　　　　　号　
年　　月　　日　

　　石川県　　　事務所長　様
市町長  　　　　　　　　　　　　　

　　　　　年度課税分について、次のとおり報告します。

区　　　分 森林環境税 県民税 県民税等

個人県民税等の
納税義務者数等

納 税 義 務 者 数
人

納税通知書の枚数
 ①

枚

特別徴収に係る通知書
の枚数 ②

枚

通知書の枚数の合計
 （①＋②）

枚

均等割の賦課額
の 総 額

普 通 徴 収 分　　 ③
円 円 円

特 別 徴 収 分　　 ④
円 円 円

所得割の賦課額
の 総 額

普 通 徴 収 分　　 ⑤
円 円 円

特 別 徴 収 分　　 ⑥
円 円 円

賦課額の合計（③＋④＋⑤＋⑥） ⑦
円 円 円

⑦ の 内 訳

本年度の収入となる額
 ⑧

円 円 円

翌年度の収入となる額
円 円 円

前年度の課税額のうち本年度の収入とな
る額 ⑨

円 円 円

本 年 度 の 収 入 と な る 額 の 合 計
 （⑧＋⑨）

円
（イ）

円 円
（ロ）

個人県民税等の賦課額に対する森林環境
税の賦課額の割合 （（イ）／（ロ））
備考　１　「個人県民税等」とは、個人県民税と森林環境税（国税）との合算額をいうものであること。
　　　２ 　公的年金からの特別徴収に係るものについては、普通徴収分に準じて、①欄、③欄及び⑤欄に含めて

記載すること。
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第 二 十 八 号 様 式 中 「個人県民税異動報告書 」 を 「個人県民税異動報告書 （総括表 ） 」 に 、 「年度課税分について下

記の 」 を 「年度
　　　　

分について､次の 」 に 、
「

県民税㋺

」
を
「

県民税等㋺

」
に 、

に 、
「

個人県民税の納
税義務者数等

」
を

「

個人県民税等の
納税義務者数等

」
に 、

「

県民税累計

（㋑＋㋺ ）

」
を

「
県民税等累計

（㋑＋㋺ ）

」

「 本年度の収入となる額の合計
 （⑧＋⑨ ）

円 円 円 円

」
を

異動の内訳

地方税法第45条の
規定により減免し
たもの

円 円 円 円

上記以外の理由に
より追徴又は減額
したもの

円 円 円 円

「 本年度の収入となる額の合計
 （⑧＋⑨ ）

円 円 円 円

」
に 改 め 、

同 様 式 備 考 を 次 の よ う に 改 め る 。

　

備考
　

１

　
「個人県民税等 」とは､個人県民税と森林環境税 （国税 ）との合算額をいうものであること

。　　　　

２ 

　
公的年金からの特別徴収に係るものについては､普通徴収分に準じて､①欄､③欄及び⑤欄に含めて記
載すること

。

　
第 二 十 八 号 様 式 を 第 二 十 八 号 様 式 （ そ の 一 ） と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。
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第 二 十 八 号 の 二 様 式 中 「殿 」 を 「様 」 に 、 「月分の状況について､下記の 」 を 「月分について､次の 」 に 改 め る 。

　
第 二 十 九 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

第28号様式（その２）

個人県民税異動報告書（内訳表）

第　　　　　号　
年　　月　　日　

　　石川県　　　事務所長　様
市町長　　　　　　　　　　　　　　  　　

　　　　　年度　　　　分について、次のとおり報告します。
（　　　年　　　月末日現在）　　

区　　　分
前回報告数

（　　　月現在）
　　　　　㋑

当月中増減（△）数 森林環境税累計
（㋑＋㋺）森林環境税　㋺ 県民税

個人県民税等の
納税義務者数等

納 税 義 務 者 数

納税通知書の枚数
 ①
特別徴収に係る通知書
の枚数 ②
通知書の枚数の合計
 （①＋②）

均等割の賦課額
の 総 額

普 通 徴 収 分　　 ③
円 円 円 円

特 別 徴 収 分　　 ④
円 円 円 円

所得割の賦課額
の 総 額

普 通 徴 収 分　　 ⑤
円 円 円 円

特 別 徴 収 分　　 ⑥
円 円 円 円

賦課額の合計（③＋④＋⑤＋⑥） ⑦
円 円 円 円

⑦ の 内 訳

本年度の収入となる額
 ⑧

円 円 円 円

翌年度の収入となる額
円 円 円 円

前年度の課税額のうち本年度の収入とな
る額 ⑨

円 円 円 円

本 年 度 の 収 入 と な る 額 の 合 計
 （⑧＋⑨）

円 円 円 円

備考　１　「個人県民税等」とは、個人県民税と森林環境税（国税）との合算額をいうものであること。
　　　２ 　公的年金からの特別徴収に係るものについては、普通徴収分に準じて③欄及び⑤欄に含めて記載する

こと。
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第 二 十 八 号 の 二 様 式 中 「殿 」 を 「様 」 に 、 「月分の状況について､下記の 」 を 「月分について､次の 」 に 改 め る 。

　
第 二 十 九 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

第28号様式（その２）

個人県民税異動報告書（内訳表）

第　　　　　号　
年　　月　　日　

　　石川県　　　事務所長　様
市町長　　　　　　　　　　　　　　  　　

　　　　　年度　　　　分について、次のとおり報告します。
（　　　年　　　月末日現在）　　

区　　　分
前回報告数

（　　　月現在）
　　　　　㋑

当月中増減（△）数 森林環境税累計
（㋑＋㋺）森林環境税　㋺ 県民税

個人県民税等の
納税義務者数等

納 税 義 務 者 数

納税通知書の枚数
 ①
特別徴収に係る通知書
の枚数 ②
通知書の枚数の合計
 （①＋②）

均等割の賦課額
の 総 額

普 通 徴 収 分　　 ③
円 円 円 円

特 別 徴 収 分　　 ④
円 円 円 円

所得割の賦課額
の 総 額

普 通 徴 収 分　　 ⑤
円 円 円 円

特 別 徴 収 分　　 ⑥
円 円 円 円

賦課額の合計（③＋④＋⑤＋⑥） ⑦
円 円 円 円

⑦ の 内 訳

本年度の収入となる額
 ⑧

円 円 円 円

翌年度の収入となる額
円 円 円 円

前年度の課税額のうち本年度の収入とな
る額 ⑨

円 円 円 円

本 年 度 の 収 入 と な る 額 の 合 計
 （⑧＋⑨）

円 円 円 円

備考　１　「個人県民税等」とは、個人県民税と森林環境税（国税）との合算額をいうものであること。
　　　２ 　公的年金からの特別徴収に係るものについては、普通徴収分に準じて③欄及び⑤欄に含めて記載する

こと。
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個
人
県
民
税
払
込
通
知
書

第 四 片
　
　
次
の
金
額
を
払
い
込
み
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

　
市
町
長

年
　
　
月
　
　
日
（
払
込
日
）

石
川
県
　
　
　
　
　
　
事
務
所
長
　
様

年
度
事
務
所
コ
ード

税
目
コ
ー
ド

年
度
期
別

85
年
度
　
年
　
月
収
入
分

現
滞
区
分
コ
ー
ド

市
町
コ
ー
ド

現
年
課
税
分
　
　
1

滞
納
繰
越
分
　
　
2

個 人 県 民 税 等

按
分
率
相
当
分

十
億
千
百
十
万
千
百
十
円

過
不
足
清
算
金

小
計

延
滞
金

加 算 金

過
少
申
告

不
申
告
重

計
（
振
込
金
額
）

計 算 の 基 礎

前
月
中
に
徴
収
し
た
個

人
県
民
税
等
及
び
市
町

村
民
税
に
係
る
徴
収
金

の
合
計
額
 

（
イ
）

本
税

円
加
算
金

延
滞
金

イ
の
う
ち
前
月
中
に
払

い
戻
し
た
過
誤
納
金
の

額
 

（
ロ
）

本
税

加
算
金

延
滞
金

差
引
額

（
イ
－
ロ
）

 
（
ハ
）

本
税

加
算
金

延
滞
金

県
民
税
等
の
按
分
率

備
考
 　「
個
人
県
民
税
等
」
と
は
、
個
人
県
民
税
と
森
林
環
境
税
（
国
税
）

と
の
合
算
額
で
す
。

（
注
） 　
こ
の
通
知
書
は
、
市
町
を
管
轄
す
る
県
総
合
（
県
税
）
事
務
所
に

直
接
送
付
願
い
ま
す
。

県
税
 

個
人
県
民
税
領
収
証
書

第 三 片
　
振
込
市
町
名

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

　
年
度
事
務
所
コ
ード

税
目
コ
ー
ド

年
度
期
別

85
年
度
　
年
　
月
収
入
分

現
滞
区
分
コ
ー
ド

市
町
コ
ー
ド

現
年
課
税
分
　
　
1

滞
納
繰
越
分
　
　
2

税
額

十
億
千
百
十
万
千
百
十
円

延
滞
金

加 算 金

過
少
申
告

不
申
告

重
計
（
振
込
金
額
）

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
。

　（
収
納
取
扱
金
融
機
関
名
）

領 収 日 付 印

　 　 　 　

県
税
 

個
人
県
民
税
払
込
書

第 二 片
　
振
込
市
町
名

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

　
年
度
事
務
所
コ
－ド

税
目
コ
ー
ド

年
度
期
別

85
年
度
　
年
　
月
収
入
分

現
滞
区
分
コ
ー
ド

市
町
コ
ー
ド

現
年
課
税
分
　
　
1

滞
納
繰
越
分
　
　
2

税
額

十
億
千
百
十
万
千
百
十
円

延
滞
金

加 算 金

過
少
申
告

不
申
告

重
計
（
振
込
金
額
）

上
記
の
金
額
を
払
い
込
み
ま
す
。

　 　（
収
納
取
扱
金
融
機
関
名
）

領 収 日 付 印

　 　 　 　

県
税
 

個
人
県
民
税
領
収
済
通
知
書

第 一 片
　
振
込
市
町
名

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

　
年
度
事
務
所
コ
ード

税
目
コ
ー
ド

年
度
期
別

85
年
度
　
年
　
月
収
入
分

現
滞
区
分
コ
ー
ド

市
町
コ
ー
ド

現
年
課
税
分
　
　
1

滞
納
繰
越
分
　
　
2

税
額

十
億
千
百
十
万
千
百
十
円

延
滞
金

加 算 金

過
少
申
告

不
申
告

重
計
（
振
込
金
額
）

上
記
の
金
額
を
領
収
し
た
か
ら
通
知
し
ま
す
。

　（
収
納
取
扱
金
融
機
関
名
）

石
川
県
総
務
部
税
務
課
出
納
員
　
様

領 収 日 付 印

備
考
 　
個
人
県
民
税
と
森
林
環
境
税
（
国
税
）
と
の
合
算
額
に
よ
り
払
い

込
ん
で
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
収
入
年
度
及
び
現
年
課
税
分
・
滞
納
繰

越
分
ご
と
に
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

第
29
号
様
式
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第 三 十 号 様 式 中

「 個人県民税
の賦課額と
個人市町村
民税の賦課
額の合計額

左のうち個
人県民税の
賦課額に相
当する分

個人県民税
の賦課額と
個人市町村
民税の賦課
額の合計額

左のうち個
人県民税の
賦課額に相
当する分

個人県民税
の賦課額と
個人市町村
民税の賦課
額の合計額

左のうち個
人県民税の
賦課額に相
当する分

」
を

「 個人県民税
等の賦課額
と個人市町
村民税の賦
課額の合計
額

左のうち個
人県民税等
の賦課額に
相当する分

個人県民税
等の賦課額
と個人市町
村民税の賦
課額の合計
額

左のうち個
人県民税等
の賦課額に
相当する分

個人県民税
等の賦課額
と個人市町
村民税の賦
課額の合計
額

左のうち個
人県民税等
の賦課額に
相当する分

」
に 改 め 、 同 様 式 備 考 ２

中 「確定あん分率 」 を 「確定按分率 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 中 ２ を ３ と し 、 １ を ２ と し 、 同 様 式 に 備 考 １ と し て 次 の よ

う に 加 え る 。

　

備考
　

１

　
「個人県民税等 」とは､個人県民税と森林環境税 （国税 ）との合算額をいうものであること

。

　
第 三 十 二 号 様 式 中

「納税義務者

」
を

「 納税義務者数
納税義務者数×

　　　　　
円
（納税義務者数×

　　　　
円 ） ×１

／

４

」
に 、納税義務者×

　　　　　
円

（納税義務者×
　　　　

円 ） ×１

／

４

「 既交付額 円⑥

」
を

「

既交付額
③×３
 円⑥

」
に 、

「

市町が徴収した個人県民税に係る徴収
金を法第17条又は第17条の２の規定に
よつて市町が歳出還付し、又は充当し
た場合における当該徴収金に係る過誤
納金に相当する額

」
を

「 市町が徴収した個人県民税等に係る徴
収金を法第17条又は第17条の２の規定
により市町が歳出還付し、又は充当し
た場合における当該徴収金に係る過誤
納金に相当する額 （法第17条の２の２
の規定により納付又は納入の委託を受
けたものとみなされる額を含む

。

）

」
に 、

「市町が交付した個人県民税の納期前納付に
対する報奨金の額

」
を

「市町が交付した個人県民税等の納期前納付
に対する報奨金の額

」
に 、

徴収取扱費算定の際に用いたあん分率 徴収取扱費算定の際に用いた按分率

「法第37条の４の規定により控除されるべき
額で、法第314条の９第２項の規定によつ
て市町が還付し、又は充当した場合におけ
る当該控除することができなかつた金額に
相当する金額

」
を

「法第37条の４の規定により控除されるべき
額で、法第314条の９第２項の規定により
市町が還付し、又は充当した場合における
当該控除することができなかつた金額に相
当する金額

」
に 改 め 、 同 様 式 備

考 中 ７ を ８ と し 、 ６ を ７ と し 、 同 様 式 備 考 ５ 中 「あん分率 」 を 「按分率 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 ５ を 同 様 式 備 考 ６ と

し 、 同 様 式 備 考 ４ 中 「記入することとし 」 を 「記入し 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 中 ４ を ５ と し 、 ３ を ４ と し 、 ２ を ３ と

し 、 １ を ２ と し 、 同 様 式 に 備 考 １ と し て 次 の よ う に 加 え る 。

　

備考
　

１
　

「個人県民税等 」とは､個人県民税と森林環境税 （国税 ）との合算額をいうものであること

。
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第 三 十 号 様 式 中

「 個人県民税
の賦課額と
個人市町村
民税の賦課
額の合計額

左のうち個
人県民税の
賦課額に相
当する分

個人県民税
の賦課額と
個人市町村
民税の賦課
額の合計額

左のうち個
人県民税の
賦課額に相
当する分

個人県民税
の賦課額と
個人市町村
民税の賦課
額の合計額

左のうち個
人県民税の
賦課額に相
当する分

」
を

「 個人県民税
等の賦課額
と個人市町
村民税の賦
課額の合計
額

左のうち個
人県民税等
の賦課額に
相当する分

個人県民税
等の賦課額
と個人市町
村民税の賦
課額の合計
額

左のうち個
人県民税等
の賦課額に
相当する分

個人県民税
等の賦課額
と個人市町
村民税の賦
課額の合計
額

左のうち個
人県民税等
の賦課額に
相当する分

」
に 改 め 、 同 様 式 備 考 ２

中 「確定あん分率 」 を 「確定按分率 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 中 ２ を ３ と し 、 １ を ２ と し 、 同 様 式 に 備 考 １ と し て 次 の よ

う に 加 え る 。

　

備考
　

１

　
「個人県民税等 」とは､個人県民税と森林環境税 （国税 ）との合算額をいうものであること

。

　
第 三 十 二 号 様 式 中

「納税義務者

」
を

「 納税義務者数
納税義務者数×

　　　　　
円

（納税義務者数×
　　　　

円 ） ×１

／

４

」
に 、納税義務者×

　　　　　
円

（納税義務者×
　　　　

円 ） ×１

／

４

「 既交付額 円⑥

」
を

「

既交付額
③×３
 円⑥

」
に 、

「

市町が徴収した個人県民税に係る徴収
金を法第17条又は第17条の２の規定に
よつて市町が歳出還付し、又は充当し
た場合における当該徴収金に係る過誤
納金に相当する額

」
を

「 市町が徴収した個人県民税等に係る徴
収金を法第17条又は第17条の２の規定
により市町が歳出還付し、又は充当し
た場合における当該徴収金に係る過誤
納金に相当する額 （法第17条の２の２
の規定により納付又は納入の委託を受
けたものとみなされる額を含む

。

）

」
に 、

「市町が交付した個人県民税の納期前納付に
対する報奨金の額

」
を

「市町が交付した個人県民税等の納期前納付
に対する報奨金の額

」
に 、

徴収取扱費算定の際に用いたあん分率 徴収取扱費算定の際に用いた按分率

「法第37条の４の規定により控除されるべき
額で、法第314条の９第２項の規定によつ
て市町が還付し、又は充当した場合におけ
る当該控除することができなかつた金額に
相当する金額

」
を

「法第37条の４の規定により控除されるべき
額で、法第314条の９第２項の規定により
市町が還付し、又は充当した場合における
当該控除することができなかつた金額に相
当する金額

」
に 改 め 、 同 様 式 備

考 中 ７ を ８ と し 、 ６ を ７ と し 、 同 様 式 備 考 ５ 中 「あん分率 」 を 「按分率 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 ５ を 同 様 式 備 考 ６ と

し 、 同 様 式 備 考 ４ 中 「記入することとし 」 を 「記入し 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 中 ４ を ５ と し 、 ３ を ４ と し 、 ２ を ３ と

し 、 １ を ２ と し 、 同 様 式 に 備 考 １ と し て 次 の よ う に 加 え る 。

　

備考
　

１
　

「個人県民税等 」とは､個人県民税と森林環境税 （国税 ）との合算額をいうものであること

。
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附

　
則

（ 施 行 期 日 ）

１ 

　
こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 

　
改 正 後 の 第 二 十 四 条 第 三 項 の 規 定 は 、 令 和 六 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 五 年 度 分 ま

で の 個 人 の 県 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 

　
改 正 後 の 第 二 十 七 号 様 式 （ そ の 一 ） 、 第 二 十 八 号 様 式 （ そ の 一 ） 及 び 第 三 十 号 様 式 は 、 令 和 六 年 度 以 後 の 年 度 分

の 個 人 の 県 民 税 、 個 人 の 市 町 村 民 税 及 び 森 林 環 境 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 五 年 度 分 ま で の 個 人 の 県 民 税 及 び 個 人 の

市 町 村 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

４ 

　
改 正 後 の 第 二 十 九 号 様 式 及 び 第 三 十 二 号 様 式 は 、 令 和 六 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 及 び 森 林 環 境 税 に つ い

て 適 用 し 、 令 和 五 年 度 分 ま で の 個 人 の 県 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

５ 

　
改 正 前 の 石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ

と が で き る 。

　
こ ど も 家 庭 庁 設 置 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 等 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 理 に 関 す る 規 則 を こ こ

に 公 布 す る 。

　 　
令 和 五 年 七 月 五 日

 石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　石 川 県 規 則 第 二 十 六 号

　 　 　

 こ ど も 家 庭 庁 設 置 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 等 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 理 に 関 す る

規 則

（ 石 川 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条

　
石 川 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 五 年 石 川 県 規 則 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　

 

　
第 二 条 中 第 四 号 を 第 五 号 と し 、 第 三 号 を 第 四 号 と し 、 第 二 号 を 第 三 号 と し 、 同 条 第 一 号 中 「 第 百 四 十 五 条 及 び 」

及 び 「 国 立 児 童 自 立 支 援 施 設 及 び 」 を 削 り 、 同 号 を 同 条 第 二 号 と し 、 同 号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 　
一 

　
こ ど も 家 庭 庁 組 織 令 （ 令 和 五 年 政 令 第 百 二 十 五 号 ） 第 二 十 四 条 に 規 定 す る 国 立 児 童 自 立 支 援 施 設

（ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 及 び 指 定 障 害 児 入 所 施 設

等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条

　
次 に 掲 げ る 規 則 の 規 定 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 こ ど も 家 庭 庁 長 官 」 に 改 め る 。

　
一 

　
指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 四 年 石 川

県 規 則 第 五 十 九 号 ） 第 六 条 第 二 項 及 び 第 十 三 条 第 三 項

　
二 

　
指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 規 則

第 六 十 号 ） 第 四 条 第 二 項

（ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条

　
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 四 年

石 川 県 規 則 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　
第 六 条 第 二 項 及 び 第 二 十 五 条 第 二 項 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 」 に 改 め る 。

　
第 五 十 八 条 第 一 項 第 二 号 イ 中 「 障 害 支 援 区 分 に 係 る 市 町 村 審 査 会 に よ る 審 査 及 び 判 定 の 基 準 等 に 関 す る 省 令 」 を

「 障 害 支 援 区 分 に 係 る 市 町 村 審 査 会 に よ る 審 査 及 び 判 定 の 基 準 等 に 関 す る 命 令 」 に 、 「 区 分 省 令 」 を 「 区 分 命 令 」

に 改 め 、 同 号 ロ か ら ニ ま で の 規 定 中 「 区 分 省 令 」 を 「 区 分 命 令 」 に 改 め る 。

　
第 五 十 九 条 の 二 第 一 項 第 二 号 中 「 区 分 省 令 」 を 「 区 分 命 令 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 立 保 育 専 門 学 園 学 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条

　
石 川 県 立 保 育 専 門 学 園 学 則 （ 昭 和 四 十 三 年 石 川 県 規 則 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　
第 一 条 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 都 道 府 県 知 事 」 に 改 め る 。

　 　 　
附

　
則

　
こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。



8 令和５年７月５日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

訓 　 　 　 　 　 令

石川県訓令第₉号
 総　務　部　税　務　課　
 県　総　合　事　務　所　
 県　　税　　事　　務　　所　
　石川県税事務取扱規程（昭和32年石川県訓令甲第６号）の一部を次のように改正する。
　　令和５年７月５日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　第94条を第97条とし、第87条から第93条までを３条ずつ繰り下げ、第86条の次に次の３条を加える。
（ 森 林 環 境 税 に 係 る 歳 入 歳 出 外 現 金 へ の 繰 入 れ）

第  八 十 七 条 　 所 長 は 、 森 林 環 境 税 の 払 込 み が あ つ た 場 合 に は 、 当 該 森 林 環 境 税 と し て 払 い 込 ま れ た 額 を 、 歳 入 歳 出 外

現 金 へ 繰 り 入 れ る も の と す る 。

（ 森 林 環 境 税 に 係 る 国 へ の 払 込 み）

第  八 十 八 条 　 所 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 歳 入 歳 出 外 現 金 に 繰 り 入 れ た 森 林 環 境 税 と し て 払 い 込 ま れ た 額 を 、 当 該 払 込

み の あ つ た 月 の 翌 月 の 末 日 ま で に 国 に 払 い 込 む も の と す る 。

（ 森 林 環 境 税 に 係 る 事 務 取 扱）

第  八 十 九 条 　 前 二 条 に 定 め る も の の ほ か 、 森 林 環 境 税 の 事 務 の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。

　第80号様式を次のように改める。
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訓 　 　 　 　 　 令

石川県訓令第₉号
 総　務　部　税　務　課　
 県　総　合　事　務　所　
 県　　税　　事　　務　　所　
　石川県税事務取扱規程（昭和32年石川県訓令甲第６号）の一部を次のように改正する。
　　令和５年７月５日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　第94条を第97条とし、第87条から第93条までを３条ずつ繰り下げ、第86条の次に次の３条を加える。
（ 森 林 環 境 税 に 係 る 歳 入 歳 出 外 現 金 へ の 繰 入 れ）

第  八 十 七 条 　 所 長 は 、 森 林 環 境 税 の 払 込 み が あ つ た 場 合 に は 、 当 該 森 林 環 境 税 と し て 払 い 込 ま れ た 額 を 、 歳 入 歳 出 外

現 金 へ 繰 り 入 れ る も の と す る 。

（ 森 林 環 境 税 に 係 る 国 へ の 払 込 み）

第  八 十 八 条 　 所 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 歳 入 歳 出 外 現 金 に 繰 り 入 れ た 森 林 環 境 税 と し て 払 い 込 ま れ た 額 を 、 当 該 払 込

み の あ つ た 月 の 翌 月 の 末 日 ま で に 国 に 払 い 込 む も の と す る 。

（ 森 林 環 境 税 に 係 る 事 務 取 扱）

第  八 十 九 条 　 前 二 条 に 定 め る も の の ほ か 、 森 林 環 境 税 の 事 務 の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。

　第80号様式を次のように改める。

9令和５年７月５日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

　
　
　
　
　
　
年
度
個
人
県
民
税
賦
課
状
況
一
覧
表
（
総
括
表
）

区
分

市
町

個
人
県
民
税
等
の
納
税
義
務
者
数
等

均
等
割
の
賦
課
額
の
総
額

所
得
割
の
賦
課
額
の
総
額

賦
課
額
の
合
計

⑨
の
う
ち

前
年
度
の
課

税
額
の
う
ち

本
年
度
の
収

入
と
な
る
額

県
民
税
等
の

本
年
度
の
収

入
と
な
る
額

の
合
計

納
税

義
務
者
数

納
税
通
知
書

の
枚
数

特
別
徴
収
に

係
る
通
知
書

の
枚
数

通
知
書
の

枚
数
の
合
計

県
民
税
等

市
町
村
民
税

県
民
税
等

市
町
村
民
税

県
民
税
等

（
①
+②
+⑤
+⑥
）
市
町
村
民
税

（
③
+④
+⑦
+⑧
）
本
年
度
の
収

入
と
な
る
額
翌
年
度
の
収

入
と
な
る
額

普
通
徴
収
分
特
別
徴
収
分
普
通
徴
収
分
特
別
徴
収
分
普
通
徴
収
分
特
別
徴
収
分
普
通
徴
収
分
特
別
徴
収
分

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
（
⑩
＋
⑪
）

人
枚

枚
枚

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

計

第
80
号
様
式
（
そ
の
１
）



10 令和５年７月５日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

　第80号様式を第80号様式（その１）とし、同様式の次に次の１様式を加える。
　
　
　
　
　
　
年
度
個
人
県
民
税
賦
課
状
況
一
覧
表
（
内
訳
表
）

区
分

市
町

個
人
県
民
税
等
の
納
税
義
務
者
数
等

均
等
割
の
賦
課
額
の
総
額

所
得
割
の
賦
課
額
の
総
額

賦
課
額
の
合
計

⑨
の
う
ち

前
年
度
の
課

税
額
の
う
ち

本
年
度
の
収

入
と
な
る
額

森
林
環
境
税

の
本
年
度
の

収
入
と
な
る

額
の
合
計

納
税

義
務
者
数

納
税
通
知
書

の
枚
数

特
別
徴
収
に

係
る
通
知
書

の
枚
数

通
知
書
の

枚
数
の
合
計

森
林
環
境
税

県
民
税

森
林
環
境
税

県
民
税

森
林
環
境
税

（
①
+②
+⑤
+⑥
）
県
民
税

（
③
+④
+⑦
+⑧
）
本
年
度
の
収

入
と
な
る
額
翌
年
度
の
収

入
と
な
る
額

普
通
徴
収
分
特
別
徴
収
分
普
通
徴
収
分
特
別
徴
収
分
普
通
徴
収
分
特
別
徴
収
分
普
通
徴
収
分
特
別
徴
収
分

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
（
⑩
＋
⑪
）

人
枚

枚
枚

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

計

第
80
号
様
式
（
そ
の
２
）



10 令和５年７月５日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

　第80号様式を第80号様式（その１）とし、同様式の次に次の１様式を加える。

　
　
　
　
　
　
年
度
個
人
県
民
税
賦
課
状
況
一
覧
表
（
内
訳
表
）

区
分

市
町

個
人
県
民
税
等
の
納
税
義
務
者
数
等

均
等
割
の
賦
課
額
の
総
額

所
得
割
の
賦
課
額
の
総
額

賦
課
額
の
合
計

⑨
の
う
ち

前
年
度
の
課

税
額
の
う
ち

本
年
度
の
収

入
と
な
る
額

森
林
環
境
税

の
本
年
度
の

収
入
と
な
る

額
の
合
計

納
税

義
務
者
数

納
税
通
知
書

の
枚
数

特
別
徴
収
に

係
る
通
知
書

の
枚
数

通
知
書
の

枚
数
の
合
計

森
林
環
境
税

県
民
税

森
林
環
境
税

県
民
税

森
林
環
境
税

（
①
+②
+⑤
+⑥
）
県
民
税

（
③
+④
+⑦
+⑧
）
本
年
度
の
収

入
と
な
る
額
翌
年
度
の
収

入
と
な
る
額

普
通
徴
収
分
特
別
徴
収
分
普
通
徴
収
分
特
別
徴
収
分
普
通
徴
収
分
特
別
徴
収
分
普
通
徴
収
分
特
別
徴
収
分

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
（
⑩
＋
⑪
）

人
枚

枚
枚

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

計

第
80
号
様
式
（
そ
の
２
）
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　第81号様式を次のように改める。
　
　
　
　
　
　
年
度
個
人
県
民
税
滞
納
状
況
一
覧
表
（
う
ち
　
　
　
　
分
）

　
　
　
区
分

滞
納
に
係
る
分

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訳

徴
収
猶
予
に
係
る
分

換
価
猶
予
に
係
る
分

滞
納
処
分
の
停
止
に
係
る
分

差
押
え
に
係
る
分

そ
　
の
　
他

市
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

件
数

税
額

件
数

税
額

件
数

税
額

件
数

税
額

件
数

税
額

件
数

税
額

現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計
現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計
現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計
現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計
現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計
現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計
現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計
現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計
現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計
現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計
現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計
現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計
現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計
現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計
現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計

計
現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

計
備
考
　
１
　
本
様
式
は
、
県
民
税
等
分
、
県
民
税
分
及
び
森
林
環
境
税
分
を
作
成
す
る
こ
と
。

　
　
　
２
　
差
押
え
と
他
の
処
分
が
重
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
差
押
え
に
係
る
分
の
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

第
81
号
様
式



12 令和５年７月５日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

　第82号様式中「個人県民税徴収取扱費一覧表」を「年度個人県民税徴収取扱費一覧表（総括表）」に、
「

納税義務者数に条例第49条第１
項第１号に規定する額を乗じて
得た金額　　（注）

市町が徴収した個人県民税に係る徴
収金を法第17条又は第17条の２の規
定によつて市町が歳出還付し、又は
充当した場合における当該徴収金に
係る過誤納金に相当する金額

」

を

「

納税義務者数に条例第49条第１
項第１号に規定する額を乗じて
得た金額

市町が徴収した個人県民税等に係る
徴収金を法第17条又は第17条の２の
規定により市町が歳出還付し、又は
充当した場合における当該徴収金に
係る過誤納金に相当する金額（法第
17条の２の２の規定により納付又は
納入の委託を受けたものとみなされ
る額を含む。）

」

に、

「

市町が交付した
個人県民税の納
期前納付に対す
る報奨金の額に
相当する金額

法第37条の４の規定により
控除されるべき額で、法第
314条の９第２項の規定に
よつて市町が還付し、又は
充当した場合における当該
控除することができなかつ
た金額に相当する金額

」

を

「

市町が交付した
個人県民税等の
納期前納付に対
する報奨金の額
に相当する金額

法第37条の４の規定により
控除されるべき額で、法第
314条の９第２項の規定に
より市町が還付し、又は充
当した場合における当該控
除することができなかつた
金額に相当する金額

」

に、

「

取扱費の
合計
エ＋ケ
＋コ＋
サ＋シ
＋ス　

⎧｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜⎩ 

⎫｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜⎭

　

」

を

「

取扱費の
合計
エ＋ケ
＋コ＋
サ＋シ
＋ス　

⎧｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜⎩ 

⎫｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜⎭

 セ

」

に改め、同様式備考１から備考５までの規定中「記入する」を「記載する」に改め、

「（注）条例第49条第１項第１号に規定する額は、3,000円（平成19年度分及び平成20年度分にあつては4,000円、平成
21年度分及び平成22年度分にあつては3,300円）とすること。」を削り、同様式を第82号様式（その１）とし、同様式
の次に次の１様式を加える。
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　第82号様式中「個人県民税徴収取扱費一覧表」を「年度個人県民税徴収取扱費一覧表（総括表）」に、
「

納税義務者数に条例第49条第１
項第１号に規定する額を乗じて
得た金額　　（注）

市町が徴収した個人県民税に係る徴
収金を法第17条又は第17条の２の規
定によつて市町が歳出還付し、又は
充当した場合における当該徴収金に
係る過誤納金に相当する金額

」

を

「

納税義務者数に条例第49条第１
項第１号に規定する額を乗じて
得た金額

市町が徴収した個人県民税等に係る
徴収金を法第17条又は第17条の２の
規定により市町が歳出還付し、又は
充当した場合における当該徴収金に
係る過誤納金に相当する金額（法第
17条の２の２の規定により納付又は
納入の委託を受けたものとみなされ
る額を含む。）

」

に、

「

市町が交付した
個人県民税の納
期前納付に対す
る報奨金の額に
相当する金額

法第37条の４の規定により
控除されるべき額で、法第
314条の９第２項の規定に
よつて市町が還付し、又は
充当した場合における当該
控除することができなかつ
た金額に相当する金額

」

を

「

市町が交付した
個人県民税等の
納期前納付に対
する報奨金の額
に相当する金額

法第37条の４の規定により
控除されるべき額で、法第
314条の９第２項の規定に
より市町が還付し、又は充
当した場合における当該控
除することができなかつた
金額に相当する金額

」

に、

「

取扱費の
合計
エ＋ケ
＋コ＋
サ＋シ
＋ス　

⎧｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜⎩ 

⎫｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜⎭

　

」

を

「

取扱費の
合計
エ＋ケ
＋コ＋
サ＋シ
＋ス　

⎧｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜⎩ 

⎫｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜⎭

 セ

」

に改め、同様式備考１から備考５までの規定中「記入する」を「記載する」に改め、

「（注）条例第49条第１項第１号に規定する額は、3,000円（平成19年度分及び平成20年度分にあつては4,000円、平成
21年度分及び平成22年度分にあつては3,300円）とすること。」を削り、同様式を第82号様式（その１）とし、同様式
の次に次の１様式を加える。
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第
82
号
様
式
（
そ
の
２
）

　
　
　
　
　
　
年
度
個
人
県
民
税
徴
収
取
扱
費
一
覧
表
（
内
訳
表
）

区
分

市
町

市
町
が
徴
収
し
た
個
人
県
民
税
等
に
係
る
徴
収
金

を
法
第
17
条
又
は
第
17
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
市

町
が
歳
出
還
付
し
、
又
は
充
当
し
た
場
合
に
お
け

る
当
該
徴
収
金
に
係
る
過
誤
納
金
に
相
当
す
る
金

額
（
法
第
17
条
の
２
の
２
の
規
定
に
よ
り
納
付
又

は
納
入
の
委
託
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
額

を
含
む
。）

過
誤
納
金
に
係
る
還
付
加
算
金
に
相
当
す
る
金
額

取
扱
費
の
合
計

取
扱
費

（
県
民
税
等
相
当
額
）

（
再
掲
）

森
林
環
境
税

相
当
額

取
扱
費

（
県
民
税
等
相
当
額
）

（
再
掲
）

森
林
環
境
税

相
当
額

（
再
掲
）

歳
入
歳
出
外

現
金
支
払
額

一
般
会
計

支
払
額

森
林
環
境
税

相
当
額

県
民
税
相
当
額

ケ
⑴

コ
⑵

セ
 

⑴
＋
⑵
 

⑶
セ
－
⑶

円
円

円
円

円
円

円

計
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　　　附　則
（施行期日）
１　この訓令は、令和６年１月１日から施行する。
（経過措置）
２ 　改正後の第80号様式（その１）は、令和６年度以後の年度分の個人の県民税、個人の市町村民税及び森林環境税
について適用し、令和５年度分までの個人の県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。
３ 　改正後の第81号様式及び第82号様式（その１）は、令和６年度以後の年度分の個人の県民税及び森林環境税につ
いて適用し、令和５年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
４ 　この訓令による改正前の石川県税事務取扱規程の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整を
して使用することができる。


